
 

首
長
と
し
て
の
責
任
を
「
初
動
対
応
の
不
適
切
」
に
す
り
替
え
る 

 お
手
盛
り
報
告
書
！ 

市
民
踏
み
つ
け
の
卑
劣
極
ま
る
川
合
市
長
！ 

昨
年
の
台
風

２１
号
に
よ
る
川
越
市
寺
尾
地
区
の
甚
大
な
浸
水
被
害
に
つ
い
て
、
川
越
市
は
「
初
動
対
応
」

の
不
適
切
を
理
由
に
し
た
「
内
部
検
証
結
果
報
告
書
」
を
１
月

１７
日
の
記
者
会
見
で
公
表
。 

ず
さ
ん
な
川
越
市
の
災
害
対
策
の
不
備
を
、
新
聞
各
社
が
一
斉
に
報
じ
た
。
報
告
書
の
最
後
に
川
合
市

長
の
放
っ
た
言
葉
が
彼
の
冷
酷
な
性
格
を
露
わ
に
表
現
し
て
い
る
。 

「
市
の
対
応
の
不
備
で
物
理
的
な
被
害
が
拡
大
し
た
と
い
う
認
識
は
な
い
」
な
ど
と
逃
げ
て
い

る
。
罹
災
者
に
対
し
、
川
合
市
長
に
は
悔
悟
・反
省
の
気
持
ち
な
ど
微
塵
（
み
じ
ん
）
も
な
い
の
だ
。 

市
職
員
の
間
で
も
「
市
長
の
Ｇ
Ｏ
さ
え
あ
れ
ば
対
処
で
き
た
」
「
市
長
は
自
宅
に
居
て
何
も
し
な

か
っ
た
の
に
責
任
を
職
員
に
被
し
て
い
る
」
と
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
。 

 

「
川
越
市
寺
尾
地
区
大
水
害
」
は 

川
合
善
明
市
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
欠
如
に
よ
る
「
人
災
」
だ
！ 

言
う
ま
で
も
な
く
、
自
治
体
の
市
長
は
災
害
等
の
有
事
に
は
「
現
場
」
で
指
揮
を
執
る
。 

事
実
、
寺
尾
地
区
に
隣
接
す
る
ふ
じ
み
野
市
で
は
、
迅
速
な
対
応
で
住
民
の
被
害
は
最
小
限
に
留
ま
っ
た
。 

つ
ま
り
、
問
題
は
市
長
判
断
で
あ
っ
て
初
動
対
応
と
い
う
、
あ
い
ま
い
な
組
織
論
が
原
因
で
は
な
い
。 

即
座
に
現
場
で
指
揮
を
執
っ
た
ふ
じ
み
野
市
長
に
比
べ
て
、
水
害
発
生
時
に
自
宅
で
「
待
機
」
し
て
い
た

と
い
う
川
合
善
明
市
長
。
自
宅
で
災
害
報
告
を
受
け
な
が
ら
、
記
者
会
見
で
は
「
市
長
報
告
な
く
ネ
ッ

ト
で
知
っ
た
」
な
ど
、
自
己
保
身
の
為
に
職
員
に
責
任
転
嫁
を
し
て
恥
じ
な
い
卑
劣
な
男
だ
。 

職
員
に
指
示
を
出
す
首
長
が
「
待
機
」
と
は
、
支
離
滅
裂
な
釈
明
だ
。
権
力
保
持
と
自
己
保
身
の
た
め
に

平
然
と
職
員
を
踏
台
に
す
る
冷
酷
な
男
だ
。 

 

「
３０
％
減
給
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
も
「
僅
か
２
ケ
月
」
の
無
責
任
市
長
！ 

 

２
月

１６
日
付
の
新
聞
各
紙
は
、
川
合
市
長
が
２０
日
か
ら
の
定
例
会
で
「
市
長
給
与
の
３０
％
減
給
」
案
を

提
出
す
る
意
向
を
報
じ
た
。
災
害
対
策
の
不
備
と
不
作
為
を
予
想
以
上
に
マ
ス
コ
ミ
で
叩
か
れ
た
川
合
市

長
の
、
今
更
の
自
己
保
身
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
。
現
在
の
市
長
給
与
「
１
０
７
万
３
０
０
０
円
」
を
「
７
５
万
１
１

０
０
円
」
に
減
給
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
「
僅
か
２
ケ
月
間
限
定
」
だ
。
金
額
に
し
て
「
合
計
６
４
万
３
８
０
０
円
」

が
、
川
合
市
長
の
寺
尾
地
区
住
民
へ
の
誠
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

被
害
に
遭
っ
た
寺
尾
地
区
住
民
が
、
自
費
で
の
原
状
回
復
を
強
い
ら
れ
る
中
で
、
こ
の
事
態
を
招
い
た
元

凶
た
る
首
長
が
「
僅
か
３
割
減
給
を
２
ケ
月
間
」
と
い
う
茶
番
で
責
任
を
取
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
ら
し

い
。
己
の
立
場
が
悪
く
な
る
と
手
の
平
を
返
す
。
そ
れ
も
少
額
。
恥
ず
か
し
く
は
な
い
の
か
。 



３
・１
１
さ
え 

「
他
人
ご
と
」
同
然
の
、
異
常
な
市
民
感
覚
の
欠
如
！ 

 

新

聞

に
も
報

じ
ら
れ
た
が
、
２
０
１
１
年

の
東

日

本

大

震

災

（
３
・１
１
）
発

生

時

、
全

国

の
多

く
の

市

が
市

長

を
本

部

長

と
す
る
災

害

対

策

本

部

を
設

置

し
た
が
、
川

越

市

で
は

「
設

置

基

準

は

震
度
５
強
。
川
越
市
の
震
度
は
５
弱
だ
っ
た
」
な
ど
と
し
て
設

置

し
な
か
っ
た
。 

市

の
無

策

に
よ
っ
て
当

日

は
、
川

越

駅

な
ど
主

要

地

点

で
は
帰

宅

難

民

が
溢

れ
る
混

乱

を
招

い
た
。
東

日

本

大

震

災

は
世

界

的

に
衝

撃

を
与

え
た
大

災

害

で
あ
る
。
一

般

市

民

の
感

覚

…
い
や
、

一

般

国

民

の
感

覚

と
し
て
さ
え
危

機

感

を
覚

え
た
未

曽

有

の
災

害

か
ら
何

も
学

ぶ
こ
と
も
な
い

川

合

市

長

は
、
本

件

寺

尾

地

区

浸

水

被

害

で
も

「
危

険
性

の
認
識

が
な
か
っ
た
」
な
ど
と
、
全

く
同

じ
鈍

感

ぶ
り
を
露

呈

し
た
の
だ
。 

 

心
あ
る
市
民
は
「
川
越
市
議
会
」
に 

厳
し
い
追
及
の
声
を
挙
げ
よ
う
！ 

 

本

紙

が
交

流

す
る
大

手

新

聞

記

者

の
一

人

は

「
あ
れ
だ
け
疑
惑

や
失
態
続
き
の
川

越

市

長
は
、
な
ぜ
失
脚
し
な
い
の
か
？
」
と
首

を
ひ
ね
る
。
原

因

は
も
ち
ろ
ん
市

議

会

だ
。 

本

件

水

害

の
元

凶

で
あ
る
ば
か
り
か
、
官

製

談

合

疑

惑

や
不

正

市

道

認

定

の
疑

惑

を
突

き
付

け
ら
れ
て
い
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
市

長

」
を
市

の
ト
ッ
プ
に
放

置

し
て
恥

な
い
の
か
。
そ
の
原

因

は
市

議

会

だ
。
市

長

を
辞

職

に
追

い
込

め
る
「
百

条
委

員
会
の
設

置

」
さ
え
怖

が
る
市

議

た
ち
。 

闘

っ
て
い
る
の
は
、
ほ
ん
の
５
、
６
人

の
市

議

だ
け
で
、
他

の
市

議

は
何

ら
か
の
理

由

で
市

長

の
尻

尾

に
ブ
ラ
下

が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
市

長

擁

護

に
回

っ
て
い
る
。 

国

政

を
み
れ
ば
解

る
が
、
政

権

与

党

の
た
っ
た
一

言

で
も
厳

し
く
追

及

す
る
の
が
野

党

政

治

だ
。 

川

合

市

長

を
容

認

す
る
川

越

市

議

会

は
オ
ー
ル
与

党

と
い
う
こ
と
か
？ 

も
し
そ
の
よ
う
な
市

議

会

で
あ
る
な
ら
ば
、
市

民

を
あ
ざ
む
く
形

式

だ
け
の
市

議

た
ち
だ
。 

川

合

な
る
人

物

を
市

長

と
し
て
容

認

す
る
よ
う
な
市

議

ら
の
再

選

を
許

し
て
は
な
る
ま
い
。 

「
市
民
社
会
の
危
機
に
は
無
関
心
だ
が
、
自
分
の
市
長
の
座
を
失
う
危
機
感
に
だ
け

は
鋭
敏
に
反
応
す
る
の
が
川
合
善
明
と
い
う
人
物
だ
」 

と
の
市

民

た
ち
の
評

は
、
ま
さ
に
正

鵠

を
射

て
い
る
。 
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